
公益財団法人櫻谷文庫 令和 3年度予算評議員会議事録

I.評議員会の決議があったものとするとみなされた事項の内容

第1項 代表理事から提案 された「令和 3年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画及び予算

(案 )」 を提案通 り承認する。

第2項 代表理事から提案 された「令和 2年度洋館修復 。自動火災報知機設置に伴 う基

本財産の取崩」の件 (決議事項 :定款第 6条、定款第 16条、定款第 19条 2項 )

Ⅱ.評議員会の決議があったものとみなされた事項の提案者

代表理事 門田 理

Ⅲ.評議員会の決議があったものとみなされた 日

令和 3年  3月  18日 (木 )

Ⅳ。議事録の作成に係 る職務を行った理事

代表理事 門田 理

V.評議員総数 6名 の同意書

別添の通 り

令和 3年 3月 4日 、代表理事門田理が提案 し令和 3年 3月 11日 付で理事全員の同意を得、

監事全員から異議のなかった「令和 3年度公益財団法人櫻谷文庫事業計画書及び予算 (案 )」

及び 「令和 2年度洋館修復 。自動火災報知機設置に伴 う基本財産の取崩」について、上記の

内容の提案書を発送 し、当該提案につき令和 3年 3月 18日 までに、評議員全員から文書に

より同意する旨の意思表示を得たので、定款第 19条 4項、定款第 6条、定款第 16条 、定款

第 19条 2項に基づき、当該提案を承認可決する旨の評議員会の決議があったものとみなさ

れた。

以上のとお り、評議員会の決議があったとみなされたことを明確にするため、この議事録

を作成 し、議事録作成者が記名押印する。

公益財団法人櫻谷文庫

代表理事 門田 理 登

令和 3年 3月 18日



公 益 財 団 法 人 櫻 谷 文 庫  代 表理 事  門 翔 理  殿

令 魏 3年 3月

評議 員  森藤 昌和

目

巨ロ

同 意 書

私 は令 和 3年 3月 4日 付 け にて代 表 理 事 門 田理 か ら理 事 会 に提 案 が あ り令 和

3年 3月 11日 付 で理 事 全 員 の 同意 を得 、監 事 か ら異 議 の なか った評 議 員会 の決

議 の 目的 で あ る下記 事 項 に 同意 い た します 。

記

提 案 事 項

第 1項    代 表 理 事 か ら提 案 され た 「令 和 3年 度 公 益 財 団法 人 櫻 谷 文庫 事 業

計 画 及 び予 算 (案 )」 を提 案 通 り承 認 す る。

第 2項    代 表 理 事 か ら提 案 され た 「令和 2年 度 洋 館 修 復 ・ 自動火 災 報 知機

設 置 に伴 う基 本財 産 の取崩 」 の件 (決 議 事 項 :定 款 第 6条 、定款 第 16条 、 定款

第 19条 2項 )

以 上
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公益 財 団 法人櫻 谷 文 庫  代 表 理 事  門 田 理  殿

評 議 員  西尾 孝 彦  匡11

↓ん/多③
同 意 書

私 は 令 和 3年 3月 1日 付 |サ |こ て代 表理 事門 |:I:1理 か ら理 事 会 に提 案 が あ り令 和
3年 3月 11日 付 で理 事全 員 の 同意 を得 、監 事か ら異 議 の な か った評 議 員 会 の決
議 の 目的 で あ る下記 事項 に 同意 いた します。

記

提 案 事項

第 1項    代 表 理 事 か ら提 案 され た 「令 和 3年 度 公益 財 団 法 人櫻 谷 文庫 事業
計 画及 び 予算 (案 )」 を提 案 通 り承 認 す る _,

第 2項    代 表 理 事か ら提 案 され た 「令和 2年 度 洋館 修 復・ 自動 火 災報 知機
設 置 に伴 う基本 財 産 の取 崩 型 の件 (決 議事 項 :定 款 第 6条 、定款 第 16条 、定款
第 19条 2項 )
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公 益 財 団法 人 櫻 谷 文 庫  代 表 理 事  門 田 理  殿

令 和 3年 3月  日
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評 議 員  上翔文

同 意 書

私 は令 和 3年 3月 4日 付 け にて 代 表 理 事 門 醸理 か ら理 事 会 に提 案 が あ り令 和

3年 3月 11日 付 で理 事 全 員 の 同意 を得 、監 事 か ら異 議 の なか った評 議 員会 の決

議 の 目的 で あ る下記 事 項 に 同意 い た します 。

言己

提 案 事 項

第 1項    イヽ 表 現 事 か ら提 案 され た 「令 和 3年 度 公益 財 団 法 人櫻 谷 文 庫 事 業

計画 及 び 予算 (案 ):を 提 案 :こ勇り承 認 す る。

第 2項    代 表 理 事 か ら提 案 され た 「令 和 2年 度 洋館 修 復 。自動火 災 報 知機

設 置 に伴 う基本 財 産 の 取 崩 」 の件 (決 議 事 項 :定 款 第 6条 、定款 第 16条 、 定款

第 19条 2項 )

以 上



公 益財 団 法人 櫻 谷 文 庫  代 表 理 事  「]号 田 理  殿

同 意 書

令 不晨3年 3月  日

評 議 員 秋 山悟  匡11

みtμ 肱 ∫

私 は令 和 3年 3月 4日 付 け にて代 表 理 事 門 田理 か ら理 事 会 に提 案 が あ り令 和

3年 3月 11日 付 で理 事 全 員 の 同意 を得 、監 事 か ら異議 の な か った評 議 員会 の決

議 の 目的 で あ る下記 事 項 に 同意 い た します。

記

提 案 事 項

第 1項    代 表 理 事 か ら提 案 され た 「令 和 3年 度 公 益 財 団 法 人櫻 谷 文庫 事 業

計 画 及 び 予 算 (案 )」 を提 案 通 り承 認 す る。

第 2項    代 表 理 事 か ら提 案 され た 「令 和 2年 度 洋 館 修 復 ・ 自動火 災 報 知機

設 置 に伴 う基 本 財 産 の取 崩 」 の件 (決 議 事 項 :定 款 第 6条 、 定款 第 16条 、 定款

第 19条 2項 )

以 上



公 益 財 団 法 人 櫻 谷 文 庫  代 表 理 事  門 田 理  殿

令 和 3年 3月

評 議 員  松 本 史 郎

同 意 書

私 は令 和 3年 3月 4日 付 け にて代 表 理 事 問 田理 か ら理 事 会 に提 案 が あ り令 和

3年 3月 11日 付 で理 事 全 員 の 同意 を得 、監 事 か ら異議 の なか った評 議 員会 の決

議 の 自的 で あ る下記 事 項 に 同意 い た します 。

記

提 案 事 項

第 1項    代表理事 か ら提案 され た「令和 3年度公益財 団法人櫻谷文庫事業

計画及 び予算 (案 )」 を提案通 り承認す る.

第 2項    代 表 理 事 か ら提 案 され た 「令 和 2年 度 洋 館 修 復 。自動火 災 報 知機

設 置 に伴 う基 本 財 産 の取 崩 」 の件 (決 議 事 項 :定 款 第 6条 、定款 第 16条 、 定款

第 19条 2項 )

以 上
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公 益財 団法 人 櫻 谷 文 庫  代 表 理 事  門 田 理  殿

令和 3年 3月  日

評 議 員  水原 厚

同 意 書

私 は令 和 3年 3月 4目 付 け に て代 表 理 事 門 田理 か ら理 事 会 に提 案 が あ り令 和

3年 3月 11日 付 で 理 事 全 員 の 同意 を得 、監 事 か ら異 議 の な か っ た評 議 員会 の決

議 の 目的 で あ る下記 事 項 に 同意 い た します 。

記

提 案 事 項

第 1項    代表理 事か ら提案 され た 「令和 3年 度公益財 団法人櫻谷文庫事業

計画及 び予算 (案 )」 を提案通 り承認 す る。

第 2項    代 表 理 事 か ら提 案 され た 「令 和 2年 度 洋 館 修 復 。自動火 災 報 知機

設 置 に伴 う基 本財 産 の取 崩 」 の件 (決 議 事 項 :定 款 第 6条 、定款 第 16条 、 定款

第 19条 2項 )

以 上
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